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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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鹿児島県告示第1206号

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により，農林水産大臣から次のとおり保安林

として指定する予定である旨の通知があった。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 保安林予定森林の所在場所

摩郡さつま町神子字福子田4401番１

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は，定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
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ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及びさつ

ま町役場に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第1207号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により，次のとおり保安林の指定

を解除する。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 解除に係る保安林の所在場所

肝属郡錦江町神川字城ヶ崎72番４

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

鹿児島県告示第1208号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により，次のとおり保安林の指定

を解除する。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 解除に係る保安林の所在場所

肝属郡錦江町神川字高城1581番３

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

鹿児島県告示第1209号

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により，指定居宅サービス事業者から次

のとおり廃止の届出があった。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 指定居宅サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

ホームヘルパー 伊佐市菱刈徳辺 社会福祉法人啓 伊佐市菱刈徳辺 水間 良信 平成25年 訪 問 介 護

ステーションレ 2203番地１ 明福祉会 2202番地１ 10月31日

インボー

デイサービスセ 鹿屋市下高隈町 有限会社カリヤ 鹿屋市寿四丁目 假屋 榮行 平成25年 通 所 介 護

ンター道 5030番地２ 11番24号 11月30日

鹿児島県告示第1210号

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５の規定により，指定介護予防サービス事業

者から次のとおり廃止の届出があった。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿 児 島 県 公 報 平成25年12月３日（火）第2963号
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事 業 所 指定介護予防サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

ホームヘルパー 伊佐市菱刈徳辺 社会福祉法人啓 伊佐市菱刈徳辺 水間 良信 平成25年 介 護 予 防

ステーションレ 2203番地１ 明福祉会 2202番地１ 10月31日 訪 問 介 護

インボー

デイサービスセ 鹿屋市下高隈町 有限会社カリヤ 鹿屋市寿四丁目 假屋 榮行 平成25年 介 護 予 防

ンター道 5030番地２ 11番24号 11月30日 通 所 介 護

鹿児島県告示第1211号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

65条の規定により，指定自立支援医療機関から次のとおり指定の辞退の申出があった。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

薬 局 辞退年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

有限会社国分ひろせ調剤薬局 霧島市国分広瀬二丁目28番39 平成25年 精神通院医療

号 11月30日

鹿児島県告示第1212号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

病 院 又 は 診 療 所 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

出水総合医療センター 出水市明神町520番地 平成25年 育成医療・更

12月１日 生医療

鹿児島県告示第1213号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

病 院 又 は 診 療 所 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

石神診療所 志布志市有明町伊崎田9102 平成25年 精神通院医療

12月１日

陽春堂内科診療所 志布志市志布志町志布志286 平成25年 精神通院医療

－４ 12月１日

松下医院 志布志市志布志町安楽52番地 平成25年 精神通院医療

３ 12月１日

吉川医院 肝属郡肝付町前田863番地１ 平成25年 精神通院医療

12月１日

鹿児島県告示第1214号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成25年12月３日
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鹿児島県知事 伊藤祐一郎

薬 局 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

長島調剤薬局 出水郡長島町鷹巣1833 平成25年 育成医療・更

12月１日 生医療

宮前調剤薬局 出水市上知識町803番 平成25年 育成医療・更

12月１日 生医療

鹿児島県告示第1215号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

薬 局 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

八善調剤薬局 鹿児島市東千石町13－８－２ 平成25年 精神通院医療

Ｆ 12月１日

玉里つばめ薬局 鹿児島市下伊敷一丁目11番10 平成25年 精神通院医療

号 12月１日

い～ぐる調剤薬局 いちき串木野市湊町一丁目 平成25年 精神通院医療

212番地 12月１日

隼人調剤薬局 霧島市隼人町見次638番地 平成25年 精神通院医療

12月１日

鹿児島県告示第1216号

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により，次のとおり肥料の登録の

有効期間を更新した。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

更 新 後 の 生 産 業 者
登録番 肥 料 の 種 肥 料 の 名

登 録 の 有 保証成分量（％） その他の規格 氏 名 又 は
号 類 称 住 所

効 期 限 名 称

鹿児島 平成28年 混 合 有 機 精 農 特 １ 窒素全量 3.0 含有を許される有 九 州 昭 和 志 布 志 市

県肥第 11月15日 質 肥 料 号 大 地 りん酸全量 6.5 害成分の最大量及 産 業 株 式 志 布 志 町

1139号 加里全量 1.5 びその他の制限事 会 社 志 布 志

項は公定規格のと 3309番地

おり

鹿児島 平成28年 配 合 肥 料 灰 合 肥 料 りん酸全量17.0 含有を許される有 九 州 昭 和 志 布 志 市

県肥第 11月８日 内く溶性りん 害成分の最大量及 産 業 株 式 志 布 志 町

1252号 酸 12.0 びその他の制限事 会 社 志 布 志

加里全量 16.0 項は公定規格のと 3309番地

内く溶性加里 おり

12.0

内水溶性加里

10.0

く溶性苦土 4.5

鹿児島地域振興局告示第25号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。
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平成25年12月３日

鹿児島地域振興局長 灰床義博

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

就労継続支援事 日置市伊集院町 特定非営利活動 日置市伊集院町 池田 俊子 平成25年 就 労 継 続

業所きらら 清藤2039－３ 法人若草会 妙円寺三丁目56 1 2月１日 支 援 Ｂ 型

番地10

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関

する工事は，完了した。

平成25年12月３日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

指宿市新西方字日松2884番１，2885番１及び2887番３並びに字鴫ヶ城2288番，2288番１，

2291番１及び2294番

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

指宿市十町2424番地

指宿市土地開発公社

理事長 渡瀨貴久

…………………………………………………

落札者等の公告

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

平成25年12月３日

県立大島病院長 眞田純一

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

体外衝撃波結石破砕装置 一式

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

県立大島病院総務課

奄美市名瀬真名津町18番１号 郵便番号 894－0015

３ 落札者を決定した日

平成25年11月15日

４ 落札者の氏名及び住所

株式会社横尾器械

鹿児島市西別府町2941－27

５ 落札金額

18,900,000円

６ 特定調達契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

平成25年10月４日

職務の級の標準的な職務の内容に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年12月３日

鹿児島県人事委員会委員長 平田浩和

公 告

人 事 委 員 会 規 則
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鹿児島県人事委員会規則第４号

職務の級の標準的な職務の内容に関する規則の一部を改正する規則

職務の級の標準的な職務の内容に関する規則（昭和60年鹿児島県人事委員会規則第４号）の

一部を次のように改正する。

別表エの表備考１中「又は食肉衛生検査所」を「，食肉衛生検査所又は動物愛護センター」

に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

監査委員公表第17号

平成25年10月３日付け監査第77号の監査結果に基づき，平成25年11月14日付け鹿教総第429

号で鹿児島県教育委員会から，平成25年10月３日付け監査第78号の監査結果に基づき，平成25

年11月５日付け鹿公委会第２号で鹿児島県公安委員会から措置を講じた旨の通知があったので，

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により次のとおり公表する。

平成25年12月３日

鹿児島県監査委員 弓指博昭

同 橋口和博

同 永井章義

同 柳 誠子

指摘事項

機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

公安委員会

さつま警察署 出納員が，交通 １ 本部長通達を発出し，収入証紙等について，

安全協会等から受 所属長等が，出納簿と現物と突合点検を実施

け取った県収入証 することとした。

紙売渡代金の一部 ２ 本部長が実施する監査時に，証紙販売人が

を着服する不祥事 保管するデータと所属が保管する書類との突

が発生している。 合を実施することとした。

３ 県収入証紙の売渡しについて，現金受領の

取扱いから指定金融機関への払込み又は小切

手による方法に変更した。

文書注意事項

機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

教育委員会

教職員課 公用車で交通事 当該人身事故における被害者への損害賠償に

故（加害）を起こ ついては，県の賠償金支出により精算した。

した高等学校職員 １ 再発防止の対策

に対して，被害者 県の損害賠償事務に対する処理方法につい

の人身被害損害額 て，事故後の事務処理の流れを示したフロー

を負担させている。 図を作成し，その対応方法について周知徹底

を図った。

２ 管理職研修会等における指導の徹底

県立学校長会や教頭会，事務長会等の管理

職研修会において，今回の事案を例示し，事

故後の事務処理方法について指導するととも

に，交通事故防止の周知徹底に努めることと

監 査 委 員 公 表
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した。

人権同和教育課 地域改善対策高 地域改善対策高等学校等奨学資金貸付金の収

等学校等奨学資金 入未済額の解消については，これまでの関係市

返還金の収入未済 町教育委員会を通じた納入催促や県教育委員会

額は，前年度より が直接奨学生及び連帯保証人に対して未納状況

増加（収入歩合は を示し返還計画の提出を求めた納入催促に加え，

増加）し，多額と 奨学生や連帯保証人への個別面談及び自宅訪問

なっている。 等を行い，収入未済額の解消に努めている。

また，新規発生の未然防止のため，納入通知

書送付時に文書により返還方法等の周知を図る

など返還意識の高揚に努めるとともに，生活困

窮等による納入困難者については，免除制度の

周知を図っている。

奨学生や家族のプライバシーの保護に配慮し

ながら，今後更に滞納者の状況把握並びに督促

のための個別面談及び自宅訪問に重点を置き，

直接面談による督促並びに分割納入等の指導及

び免除制度の周知に取り組み，更なる収入未済

額の解消や新規発生の未然防止に努めていきた

い。

北教育事務所 交通事故により， １ 交通法令講習会等への参加の徹底

公用車に損害が発 公用車を運転する職員の安全運転及び交通

生している。 法令講習会への受講の徹底に努めることとし

た。

２ 文書による職員への交通事故防止の周知徹

底

「公用車等による交通事故等の防止につい

て」（平成24年５月７日付け管財課長通知），

同（平成25年２月28日付け管財課長通知）

３ 職場研修会における指導の徹底

職場研修の機会を通じ，交通事故防止の周

知徹底に努めた。また，より一層交通安全に

努めるため，日常的に交通法令の遵守と交通

安全に努めるよう注意を喚起している。

鹿屋農業高等学 交通事故により， １ 職員朝礼及び職員会議における指導の徹底

校 公用車等に相当の 毎週末の職員朝礼時に土，日の交通事故防

損害が発生してい 止等について注意喚起している。

る。 また，職員会議においても交通事故及び交

通違反の防止を含めた服務規律の厳正確保に

ついて指導している。

２ 校内研修における指導の徹底

鹿屋警察署交通課に講師を依頼し，全職員

を対象に交通事故及び交通違反の防止に向け

た取組を目的にした校内職員研修を実施した。

公安委員会

警察本部 公用車の物品事 １ 公務中の交通事故の根絶についての緊急の

故が複数あり，損 本部長通達を発し，交通事故の根絶について

害が発生している。 職員の意識徹底を図った。

交通事故が複数 ２ 平成25年９月を公務中の交通事故防止強化

あり，公用車等に 月間と定め，交通事故防止に取り組んだ。
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損害が発生してい ３ 若年運転者を対象とした自動車安全運転特

る。 別教養訓練や駐車要領・シミュレータ訓練等

を実施し，運転技術の向上を図った。

４ 職員に対しての運転訓練指導マニュアルを

作成した。

５ 各種会議・研修等において事故事例の紹介

又は当事者による体験発表等再発防止教養を

実施するとともに教養資料の配布及び通知文

の発出を行い，交通事故の根絶を指示した。

６ 自動車安全運転指導者講習会参加者による

教養を実施し，交通事故防止に努めた。

７ 公用車運転前に安全運転管理者等による交

通事故防止の具体的な指示及び運転者の体調

の確認を実施し，事故防止に努めた。

鹿児島県公安委員会告示第131号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成25年12月３日

鹿児島県公安委員会委員長 野田健太郎

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲＡ春夏秋冬 極上～粋な祭り 株式会社ソフィア 3P0841

だ！はっぴぃ！～

ぱちんこ遊技機 ＣＲＡ魔神英雄伝ワタル99ＶＭ 豊丸産業株式会社 3P0892

ぱちんこ遊技機 ＣＲ魔神英雄伝ワタル128ＶＸ 豊丸産業株式会社 3P0919

ぱちんこ遊技機 ＣＲ魔神英雄伝ワタル199Ｌ 豊丸産業株式会社 3P0949

ぱちんこ遊技機 ＣＲＡ魔神英雄伝ワタル56ＶＶ 豊丸産業株式会社 3P0985

ぱちんこ遊技機 ＣＲ世紀末銀狼伝サガＨＴ サミー株式会社 3P0902

ぱちんこ遊技機 ＣＲ世紀末銀狼伝サガＥＴ サミー株式会社 3P0934

ぱちんこ遊技機 ＣＲ地獄先生ぬ～べ～ＦＰＬ 株式会社藤商事 3P0926

ぱちんこ遊技機 ＣＲＡゲゲゲの鬼太郎 墓場から 株式会社藤商事 3P0937

の招待状 ＦＰＡ

ぱちんこ遊技機 ＣＲゲゲゲの鬼太郎 墓場からの 株式会社藤商事 3P0981

招待状 ＦＰＬＺ

ぱちんこ遊技機 ＣＲ超シャカＲＵＳＨ ＧＬ１ マルホン工業株式会社 3P0979

回胴式遊技機 パチスロうみねこのなく頃にＨＸ 株式会社オーイズミ 3S0831

回胴式遊技機 パチスロ マクロスフロンティア 株式会社三共 3S0914

２Ｂ

公 安 委 員 会 告 示


